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大気汚染監視システム
Air Po=ution Monitoring SYStem
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P｢eSent StatuS Of po仙tion andthen†0rmulateaconcretepollCyfordea=ngwith

eachtYPeOfpo=ulion.Howeve｢.thisphenomenonofairandwaterpo仙t旧nand

Othe｢public nuisance dueto noise.vibration.offensivesmell.etc.jsan uncertain

SVStemint｢icately associated with homes.industriesand communications.anditis

inf山enced by 〉Veathe｢.ocean and geogr∂Phicalconditions.Consequentlv,its

h∂ndlingisextremelvcomplicated.

Fo｢cont｢olling this complex phenomenon thereisa systemwhich carriesout

COnCent｢ated mointorlng∂t thecentralmonitorlngSt∂tion based on data received

f｢om obse｢vatory stations which′located throughout the concerned area.detect

∂ndsamplethosedat∂eVeryPredeterminedperiodoftime.

lnthisa｢ticle.thea=thordisc=SSeS∂nairpoll=tbnmo山tor■=gSyStemCe=ter■=g

a｢OundanevvlydevelopedmeasuringdatacommunicationsystemHITOS-4000.

q 緒 言

わが国における環境保全対策として,昭和42年8月に公害対策

拡本法が,翌43で‾卜12月に大気汚染防_lL法などの法律が施行され,

また昭和46年7月には環境庁が発足L本格的な対策が実施されつ

つある｡公害対策基本法によって,国民の健康保全と勺二括環境の

保全のための環境基準が設定され,政惟は国民に環境保全対策実

施状況を毎年報一言キすることが義務づけられ,また,大与く汚染につ

いては,大気汚染Ⅰ坊止法によって汚染物質の排出姑準が,設定され,

排出源に対する規制が行なわれるとともに,都迫J存県の知事に対

し大気汚染の常時監視が義務づけられた｡二れに基づいて各地ノブ

自治体では監視体制を整備しつつあるが,殻近その夫馴奨もしだい

に岬大してきている｡

以下に,大吉く汚染の現二伏と動向および監視システムの必要性を

述べ,さらに,われわれが今までこのシステムと取り組んできた

実績と今後の傾向をシステム的にノ険討して新たに開発LたHITOS

-4000について概説するとともに,排出i原監視システムについても

触れ,最後に今までの実施例を紹介する｡

同 大気汚染監視システムの必要性

大乞も汚1央の垂わ向は,汚染物質の種類によりそれぞれ榎雑な横木=

を示しているが,監視と規制による懸命な対策が施されつつあり,

部分的には効果の_Lがっているところもあるが,全体的には汚主袈

の度fナいはあまり変わらず,むしろ汚染地城の範囲が局地的なも

のからLLゴ或化しつつある｡

汚染物質として今までよく知られているものに,イオウ酸化物,

浮遊粉じん,一酸化炭素があるが,昭和45年ごろから登場Lた光

化学スモッグは,大気中の炭化水素と三窒素酸化物が太陽光線によ

り結fナしてオキシダントを発生させ,汚染物質が柑互に棲雉に影

響Lfナって,人体や柏物に被害を与えるものであり,大ユi汚染の

原閃物質の規制･発生の予報および発生時の措置などにより,事

前の予防措置が必要となってきている｡すなわち,人与毛汚染が広

1戎化し複雑化するにつれて,環境保全のためのきめの細かい子l;ガ

措置が要求されるようになり,汚染状況のデータを定期的に的確

に収集し解析して現況を把握し,緊急時には排出順に対する迅速

かつ適切な規制寸書置を行なうことが要求され,人気汚染の常時監

視システムが必要となってきた`つ 監視システムのテレメータ化は
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そのための手段であり,HITOS-4000は環境,排出源を含む人1ミ

汚三太監視システムとして開発されたものである｡

同 大気汚染監視システム

3.1 設計思想

監視システムに要求される機能としては次のことが考一えられるし､

(1)観測点のデ【タの収集

(2)収集したデータの分析(鵜準他による濃度判定など)

(3)作表(時報･日報の作成)

(4)表示(汚染濃度のデータ表示および状況表示)

(5)緊急時における排出源への規制

(6)システムの運行時閏の背理

(7)システムの運行および状態の監視

(8)他システムとのデータ交換

(9)卜位システム/＼のデータ転送

(10)システムのバ･ソクアップ

したがって,二れらの要求機能を満足L,さらにシステムの拡

肘性については,

(a)観測局のjl泊諸に対する中央監視局(以下中央局と略す)の谷岩｡,

(b)既設システムとのインターフェ【ス｡

(c)大規模システムへ展開したときの位置づけ｡

などについて,卜分なシステム的検討が必要であり,これらを退

城するために,

(i)仁こぅ去方J((ii)符号構成

をデータj_i上と伝送時間に月壬づいて,伝送効率,信頼性,融通作を

考慮して決定Lなければならない｡

ノ＼-ドおよびソフトの設計にあたっては,標準化を行ない,拡

肘竺=二つし､てはビルディング･ブロック方式を考える｡また,デ

+タ処理の内苓に対しては復党順位を考慮するとともに,入出力

装置の動作時間がデータ処理装置の演算峠田=二比較して上之いこと

から,入出力装置相互間の時分割による多毛処理も可能なよう考

慮しなければならなし､｡さらに,副J頼性を確保するために,シ

ステムのバックアップに関連して,操作性と保守性の弧産も必要

であり,個々のデバイスだけでなく,システムの融什件に准づく

コスト･′‾ご-フォーマンスを達成するよう十分留意することである｡
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観測局の設置される環境条件は,屋外に設置されることもあり,

青乏悪条件をも考慮し,三拝に無人化で24時間フル棒倒しても装置の

†言栢度が確保できなければならないし､司移動局の〕湯合･には耐振作

も問題となる｡したがって,構造および電気の両面からの十分な

配慮が必要である｡

テレメータ･デ【タのイ去送上最も重要なファクタとして同線の

問題があるが,システムを実際に適用する場fナには,事前に観測

局と中央塙の設置位置に基づく電波伝搬実験を行ない,鼓過な回

線設計を行なわなければならない｡

3.2 システムの構成

人1も汚染監視システムに適用したHITOS-4000のシステム系統

し対の
一例は図1に示すとおりである｡毎正時(システム運行上あ

らかじめi央められた時‾別)になると中央局のテレメータ(TMと

略称する)親局から中継Jdを介Lて観測局または工場局が呼び糾

され,呼びJHされた観測局または工場局は測定器からのイ‾i了号をAD

変換したリバルス柿算した結果を中央局へ伝送する｡小央局では

収集したデータに基づいて処理(スケール変換･初期値補正･fナ

理怜子エツク･基準値による判;主など)を行なったうえで,局単

位に毎正時のデータをロギング･タイプライタまたはラインプリ

ンタに出力して時報および日報を作表するととい二,データ表示

盤には各データの濃度を表示し,グラフィ ック･パネルには鵜準

他に茶づいて判定した結果や規制時における規制内脊などを表示

する(_▲ 図lにおける観測局は大気i■引去監視哺であり,工場局は排

～川東(煙道)監視用である｡‾1二揚句の′空合袋帯は,5項に記述す

るように,規制時のいっせい指令に関連して規制の表示をしたり,

グラフィック･データ表示盤
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確認その他の操作を行なうための装置である｡中央局において紙

テ【プリ-ダ･入出力タイプライ タはシステムのバックアップの

ために用意されたものであI),操作卓はシステムの運行を監視し

たり規制時の発令または確認表示などを行なっている｡

また,中央監視局のハードウェア構成をブロック図として示す

と図2のようになる｡観測局からのテレメータ(TMと略称する)

データは図2グ)TM親局を介して処】翼装置にはいる｡観測局がある

局数以+二になると,伝送時間の関係からデータの入力チャネルを

分割して多重処j璽をする必要があり,その配慮も行なわれている｡

卜位転送親局は,収集したヂ【タを傍受局へ転送するための回

線への山カナャネルであり,また,他システム転送は,他の監視シス

テムヘのデータの転j去を主として行なうための出力チャネルである｡

補肋メモリ とLて磁与iドラム,‡滋1(ディ スク,一遍乞{テープを用

意しているが,システムの規模によって構成は変わる｡

二のシステムでは,信束引受の高い実績のあるデータ処手堅装置を

用いており,監視システムの必要機能を十分に満足するものであ

って,牛与に二大の持土主を持っている｡

(1)高イ言衷削生

仝Ⅰ百柏勺に集椅上司路(IC)を採用しているので消費電力も少なく

かつ高信頼性となっている｡

符号吉呉り検定ノブ式には水平･垂直パリティチェ･ソク‾方式を寸采用

し∴二車のチェックを行なっているので,伝送路の安全が確保さ

れている⊂,

(2)各相異常処‡里のサポート

テレメータ,処理装置,入出力装置,測定器などの異常対‾策な
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図2 中央監視局ブロック図

らぴに停電対■策などが十分考唐されている｡

(3)拡張性に対して柔軟性がある｡

将来の局数および項目の増加に柔軟に対処でき,また上位シ

ステムとの]妾続も月]意されている｡

3.3 システムの仕様

中央局におけるデータ処]哩装置のf-ヒ様は表=ニ示すとおりであ

り,データ収集におけるテレメータ系の仕様は次のとおりである｡

(1)伝送路は有線または無線回線による半二重通信である｡

(2)伝送方式はFS変調による直列パルスコード列とする｡

(3)符号形式はNRZ筆立符号である｡

(4)符号構成は図3のとおりで,応答符号のデータはシステム

により任意に変えることができる｡

(5)呼出し方式は中央局からのポーリング方式｡

(6)符号検定方式は水平垂直パリティチェック方式｡

(7)何期方式‥‥‥ワード同期方式｡

(8)伝送速度……50BPSまたは200BPS｡

(9)デ】タの妥当件チェックを行ない,誤伝送時には,再送繋

求を行なう｡

(1¢)計測の対象項口には,イオウ酸化物,浮遊粉じん,‥轍化

炭素,窒素酸化物,炭化水素,オキシダントなどがあり,風

表l 中央監視局の概略仕様

項 目 仕 様

′ごゝ 一くゝ-
き五

PP ｢1 【】口 16ビット十パリティ 2ビット

命 令 数 ∃ 29種

コアメモリ

演算速度

サイクルタイム l.4/JS

容量 4､32kW

加減算(固定)2.8J∠S

乗算(固定)9.8〃S

緊急割込み割込み

入出力装置

観測局

入出力割込み

最大接続台数64台

最大t,024局

項 目 数 最大 64項目

上位
CPUへ

MODEM

MODEM

伝送路
接続装置

伝送路
接続菓置

アナログ入力または出力

ディジタル入力または出力

ロギング･タイプライタ

操作卓

時計其置

一斉指令卓

グラフィックりべネル

データ表示盤

他システム転送

TM子局へ

下位転送子局へ

向･風速･批度･ラムl‡度♂)1t象デー一夕もId時に計測される｡

口 排出源監視システム

汚染物質の排出される場所が,大;ミであるか,沖=l卜または海洋

であるかによって汚染物質の内容も異なるが,ニこでは大1t汚染

に関連Lて煙突より排出される物質を監視し税制するシステムを

考えてみることにする｡

排出源の監視システムにおいて必要とされる機能には次のもの

が考えられる｡､

(1)排出源のデータ収集

(2)一鵜準他によるデータC7〕分析

(3)大気汚染北況との関係づけ

(4)緊急時における粗rl刀川拝読

(5)規制時のデータ小(架(指てナ確認･代置完了･規制効米)

(6)表示(排川掛空･規制柏別･規制対象ブロック)

(7)作表(時報･L_J報)

排‖=原の監視システムは,人乞く汚染景子三視システムにおける汚染

源の監視(図1の‾l二場I副二fl‾1チ与する)であるところから,繋1J特

にお(‾ナる規制捕置および処増が拉も弔安であり,能率札 効果的

なプJ式を考案しノてシステムに週間する必要がある(=.

同 期 局 番 頂 制御1 制御2 水平パリティ

10ビット

オ‾ルマ‾ク (a)呼出し符号

同 期 局 番 頂 蕃 DATAl DATA2

■■l■■l

■■■

DATA2∩

10ピ･･

オ‾ルマ‾ク

sll12t3l4l518l7トIp

水平パリティ

スペース 垂直パリティ

(b)応答符号

図3 符 号 構 成
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図4 中 央 監 視 局 の 全 景

規制時の処理方式として,次に一例を記述する｡規制措置は,

まず中央監視局において排出主原のデータを基準イ郎二基づいて分析

し,大気汚染+大子兄との関係づけ(予測モデルを用いて解析するこ

とも含む)を行なったうえで,規制対象ブロックの各工場に対し

て中央局から通話により規制指令の連絡を行なうー･方､符号イ云送

により規制椎別を送出するとともに,グラフィ ック･パネル(地

図盤)_Lに規制を行なっているブロックの規制種別表示を行なう｡

工場局では,規制指令を′受信すると直ちに規制対象の汚染物質の

排出量を抑制する処置を講じ(ただし,人手による)指令確認お

よび措置完了符号を中央に伝送する｡さらに,中央局では工場局

の指令′受信および措置完了を確認してから排出量および大気汚主史

二状況のデータをテレメータし,規御‖昔置に基づく効果の確認を行

なう｡十分規制の効果が現われたとき解除となる｡

口 実施例

代表例として,埼玉県に納入された大気汚染監視システムにつ

いて概要を下記に紹介する｡測定項目は最大16項目のうち,ばい

煙,自動車排気ガス,光化学スモッグ,気象などに関するデータ

11項目を測定している｡これらの測定データは北浦和にある公害

センターに無線回線により伝送される｡各観測局は図6に示すと

おり堂平山中継局経由で公害センターと結ばれている｡

公害センタ丁では集められたデータをデータ処理装置HITAClO

によI)演算処理Lたのち､タイプライタにより時事凱 日報を印字

するとともに表示盤にデータを表示する｡このデータから大気汚

染状音兄を総合的に判断し,必要に応じ一斉(いっせい)指令装置に

より協力費講工場に指令を発し,イオウ酸化物濃度のi成少を図る

j苦置をとる｡したがって表示盤は大気汚染状才兄を常時監視し把握

するために必要な機能を満たすよう十分に考慮し設計されており

‾卜記の表示機能を有している｡

(1)監視地】或の表示

埼玉県の地図を表示し公害センターおよび各観測局の位置を

示し,県の監視体制を表示する｡

(2)局別の濃度表示

イオウ酸化物,オキシダントについて各観測局ごとにランプD

で汚享染渡度を色別で表示する｡

(3)発令･状子兄の表示

監視地i或を3ブロックに分け,ブロックごとに発令状況を表

示するランプがイオウ酸化物および光化学スモッグについて設

けられている｡

(4)データの表示
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潜

)王 無線回線

======有線回線

中央監視局(公害センター)

熊 谷

賢二

も

三′こニ:

図5 子 局 設 置 状 況

∧ 潮

鳩ヶ谷

草 加

大 宮

中継局(堂平)

苧糾サ
副監視室

(県庁)

川口(保)

戸田蕨(保)

和 光

所 沢

(保)

図6 回 線 系 統 図

イオウ酸化物,浮遊粉じん,オキシダント,窒素酸化物,炭化

水素,i且度,湿度,風速を棒グラフで,また風向を16方位でラン

プ表示する｡

なお,発令状況は日本電信電話公社特定通信回線で県庁の副監

視局に転送し表示盤に表示される｡

団 結 音

大気汚染監視システムについてHITOS-4000を中心に要求機能

の概略を記述した｡公害監視システムは不確定要素が多く発展途

上のシステムであるだけに,システム･アプローチによってさら

によr)良いシステムの開発が行なわれつつある｡また,HITOS-

4000は公害監視システムのみならず,他のテレメータ･システム

(水道,ガス,電力など)への応用も可能であることを付記して

おく｡
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